
令和 6年 8月  第 196号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 

 

 『最近のお墓事情』 

日時 ：８月２３日（金） 
１３時３０分～１５時００分 

場所：東若久公民館 講堂 

講師：山本 一清さん（福岡市立平尾霊園） 

講座内容：1.主な納骨の種類 

2.お墓のタイプ 

3.最近の墓石スタイル 

4.改葬について 

5.墓じまいについて 

6.福岡市立霊園について 

定員：４０名（高齢者） 

申込締切：８月１６日（金） 

＊申込は公民館へ（電話可） 

 

≪８月・９月公民館・校区行事≫ 

８月 行  事  名 

３ 土 自治協議会定例理事会 

１０ 土 みんな集まれ「親子パン教室」 

１３～１５（火～木） 臨時休館 

16 金 母子巡回健康相談 

１９ 月 シニアクラブ「カラオケを楽しむ会」 

22 木 体育振興会定例会 

23 金 高齢者教室「お墓事情」 

24 土 校区人権研修会 

25 日 子育てサロン・子育てひろば 

29 木 カフェ・ド・パピヨン 

３１ 土 月１回の臨時休館日（※） 

９月 行事名（詳細は９月号に掲載） 

７ 土 自治協議会定例理事会 

７ 土 ジュニアキャンプ保護者説明会 

１４ 土 男女共同参画協議会定例会 

１６ 月 社会福祉協議会「敬老の集い」 

20 金 シニアクラブ「カラオケを楽しむ会」 

２１・22 

土・日 
ジュニアキャンプ（１泊２日） 

25 水 子育てサロン「つくしんぼ」 

29 日 カフェ・ド・パピヨン 

３０ 月 月１回の臨時休館日（予定） 

 （※）８月３１日（土）は利用がなければ 

臨時休館いたします。 

利用を希望される場合は、８月２０日（火） 

までに利用申請をお願いいたします。 

 

南区の公民館館長で結成された芸達者の

一団が今年もやってきます！楽しいひと時を

お過ごしください。 

日時：８月２９日（木） 

１３時３０分～１５時 

場所：東若久公民館 講堂 
定員：4０名（参加無料） 

参加希望の方は、８月２２日(木) 

までに公民館へ申込みをお願い 

します。右記二次元コードから 

メールでの申込みも可。 

※＠jcom.home.ne.jpの受信設定をお願いします。 

ロビーではお飲み物を用意しております。 

楽しいおしゃべりで素敵なティータイムを 

お過ごしください。（１３時３０分～１６時） 

 
-主催：東若久校区人権尊重推進協議会- 

絆
きずな

よ永遠
と わ

に 

「和胡でつむぐ人のぬくもり」 

日時：８月２４日（土） 

１０時～１１時３０分 

場所：東若久公民館 講堂 

講師：里地帰さん（和胡・二胡演奏者） 
 演奏を交えながら講演していただきます。

参加希望の方は、８月１７日（土）までに、 

公民館へご連絡ください。 

右記二次元コードから 

メールでの申込みも可 

※＠jcom.home.ne.jp 

の受信設定をお願いします 

共催：子育てサロン「つくしんぼ」

日時：８月２５日（日）１０時～１２時 
※日曜開催となっております。 

場所：東若久公民館 駐車場 

対象：乳幼児と保護者 

     兄弟姉妹参加可 

定員：先着１５組程度 

＊申込は公民館へ（電話可） 
右記二次元コードから 

メールでの申込みも可 
※＠jcom.home.ne.jpの 

受信設定をお願いします 

「ひとり」じゃないよ 一緒に考えよう 

 ８月２１日（水）から８月２７（火）までの

１週間、「こどもの人権相談」強化週間とし

て、「いじめ」や体罰、不登校やこどもの虐待

など、こどもに関する人権のご相談を電話及

び LINEにより受け付けます。 

 相談時間は、平日が８時３０分から１９時ま

で、土日が１０時から１７時までです。 

電話相談は、「子どもの人権１１０番」 

0120-007-110（フリーダイヤル） 

IP電話を利用される方は、 

092-739-4175へお電話ください。 

LINE相談は、以下の二次元コード、または

検索 IDから、公式アカウントを友だち登録し

てご相談ください。 

アカウント名：「法務局 LINE人権相談」 

検索 ID：linejinkensoudan 

＊二次元コードをスキャンする 

には LINEアプリのコード 

リーダーをご利用ください。 

 法務局職員と人権擁護委員が無料で相談

に応じます。秘密は厳守されますので、ひとり

で悩まず、ぜひお気軽にお電話ください。 

「こどもの人権１１０番」では、強化週間以

外でもこどもの人権に関するご相談を、土日

祝日を除く毎日８時３０分～１７時１５分まで

（時間外及び土日祝日は留守番電話対応）

受け付けています。 


